
 

 

 

   

 
 
 
 

改正宅地造成等規制法の施行に伴う業法施行令等の一部改正/国交省 

 

 

１ 改正法の内容（宅地建物取引業法施行令等関係） 

「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改められ、盛土規制法の規定

により、都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域で、自然的条件及び社会

的条件から、特定盛土等又は土石の堆積が行われた場合には、これに伴う災害により市街地等

区域その他の区域の居住者その他の者の生命又は身体に危害を生ずるおそれが特に大きいと認

められる区域を、特定盛土等規制区域として指定することができるとされた。 

当該区域内での特定盛土等又は土石の堆積に関する工事は、一定の場合を除き、当該工事の

計画を都道府県知事に届け出、又は都道府県知事の許可を要することとされた。 

 

 

 

 

 

 

２ 宅地建物取引業法施行令の改正点 

(1) 広告や契約締結等の開始に必要とされる許可等の処分の追加について 

宅地建物取引業法で、宅地建物取引業者が宅地造成又は建築物建築工事の完了前に、宅地又

は建物について広告、自ら売主となる売買契約の締結等を行う場合は、当該工事に関し必要と

される許可等の処分後に行うこととしていると定めている。 

盛土規制法の許可に関する規定が追加されたことから、許可等の処分に追加する。 

(2) 重要事項説明の追加について 

購入者等が不測の損害を被ることを防止するため、宅地建物取引業者に法令に基づく制限を

重要事項として説明するよう義務付けている。 

盛土規制法の特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出等に関する規定が追加されたこ

とから、これらの規定を施行令第３条第１項の法令に基づく制限に追加する。 

※ その他改正法により盛土規制法の条項が移動することに伴う所要の改正を行った。 

３ 宅地建物取引業法施行規則の改正点 

法律名の改正及び当該条項の移動に伴い、規則において規定の改正を行う。 

４ 「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の改正点 

「重要事項説明の様式例」の、記載要領③の「法令名」の「宅地造成等規制法」を「宅地造

成及び特定盛土等規制法」に改める。 

５ 重要事項説明等における経過措置の考え方について 

改正法において、旧宅地造成工事規制区域の宅地造成工事等の規制は、改正法の施行の日

（令和５年５月 26日）から起算して２年を経過する日までの間は、従前の例による。 

旧造成宅地防災区域指定の効力及び解除、災害防止の措置は、改正法施行日から起算して２

年を経過する日までの間は、なお従前の例による。    

（一部要約） 

 

不動産取引時における盛土等に関する情報提供について/国交省 
宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴い、重要事項説明の説明事項に追加され、

宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域内における工事の許可制度等の概要を取引の

相手方等に説明することとされましたが、一方で、当該規制区域内の土地の所有者、管理者又

は占有者は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積（規制区域の指定前に行われたものを含

む。）に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければ

ならないとされていることを踏まえ、買主等が適切に土地の保全に努めることができるよう、

盛土等の位置等に関する情報について適切に周知を図っていくことが求められています。 

ついては、取引対象の宅地又は建物が宅地造成及び特定盛土等規制法に規定する宅地造成等

工事規制区域又は特定盛土等規制区域内にある場合は、重要事項説明時に当該区域内の規制の

概要について説明するのにあわせ、同法に関連する情報を掲載した都道府県等のウェブサイト

等を紹介するなど、買主等が適切に情報収集できるよう努めていただくようお願いします。 
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インボイス制度の開始に向けた周知等について/国交省 
消費税のインボイス制度（適格請求書等保存方式）が令和５年 10月１日開始されます。 

インボイス制度の実施に向けて、免税事業者とその取引先との間で独占禁止法・下請法上問題

となり得る行為についての考え方を公表し、各府省庁から所管団体を通じて事業者の法令遵守を

お願いしています。 

制度開始を円滑に迎えるに当たり、事業者の方々に制度の内容を正確にご理解いただき、必要

な準備・対応を進めてください。 

１ インボイス制度の実施に関連した注意事例の公表について 

公正取引委員会において、独占禁止法違反につながるおそれのある複数の事例が確認された

ため、違反行為の未然防止の観点から、どのような業態の発注事業者と免税事業者との間でそ

うした事例が発生したかということに加え、事例を踏まえた独占禁止法・下請法上の考え方を

改めて明らかにして公表しています。 

【公正取引委員会ウェブサイト「インボイス制度関連コーナー」】 

https://www.jftc.go.jp/file/invoice_chuijirei.pdf 

２ 中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口についてのご案内 

中小企業庁の補助事業において、免税事業者のインボイス制度に関する相談内容に応じて、

税理士による無料オンライン相談など各種相談先を紹介する「中小企業・小規模事業者インボ

イス相談受付窓口」を開設しております。 

【中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口】 

https://chusho-invoice.jp/ 

 

 

第１回 宅建業者Ｗｅｂ研修会を開催します！ 

日   時  令和５年７月 25日（火）13：30～15：30 

テ ー マ  インボイス制度Ⅱ 

受 講 料  無料 

受講対象  愛媛県宅建協会会員（代表者・専取・従業者） 

申込方法  

メール本文に、「免許番号、所属地区、会社名、受講者名（複数名可）」をご記入の上、 

申込専用メールアドレス（etk-kensyu21@outlook.jp）あてお申し込みください。 

 

 

宅地建物取引士資格試験のご案内 
日   時  令和５年 10月 15日（日）13：00～15：00 
試 験 地  松山市（試験会場は、７月３日公開） 
申込方法   インターネット：令和５年７月３日（月）～ ７月 19日（水）21：59 
 郵     送：令和５年７月３日（月）～ ７月 31日（月）消印有効 
受験手数料  8,200円（振込手数料別途要） 

※ 詳細は、当協会 又は (一財)不動産適正取引推進機構のＨＰをご覧ください。 

 

不動産コンサルティング入門研修のご案内／不動産流通推進センター 
不動産コンサルティング業務の基礎を学びたいという方のためのインターネット通信講座です。

不動産コンサルティング技能試験を受験する方にも役立ちます。 

 申込受付期間  令和５年９月 21日(木) 19：00まで 

 開 講 期 間  令和５年６月 22日(木)～11月 11日(土) 

 受 講 料  27,000円(税込、テキスト代含む) 

問 合 せ 先  (公財)不動産流通推進センター  

TEL：03-5843-2079 

       11:00～15:00 (土日祝日、毎月第１・３・５金曜日を除く) 

詳細は(公財)不動産流通推進センターＨＰ（http://consul-e.retpc.jp/）をご覧ください。 

 

 

弁護士の無料電話法律相談（毎週金曜日）／全宅連  

【６・７月の実施日時のご案内】 

開  催  日  令和５年６月 23日・30日 

令和５年７月７日・14日・21日・28日 

時   間   13：30～16：30  

※ 申込方法が、ＦＡＸ ➡ ＷＥＢ へ変更されました。 

なお、Ｗｅｂ申込みは、法律相談実施日の 30日前から申し込むことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会費の納入はお済みですか？ 

令和４年度分の会費 （業協会 50,000 円、保証協会 6,000 円）を令和５年６月 30 日ま

でに納入がない場合、会員資格が無くなります。会費は地域の任意団体へ委託しています

ので、詳しくは各任意団体へお問い合わせください。 

 

詳細 別紙参照 

不動産流通推進センターＨＰ（http:/consul-e.retpc.jp/）

